
大学地域連携活動支援事業補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 県の交付する大学地域連携活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）については、

栃木県補助金等交付規則（昭和 36 年栃木県規則第 33 号。以下「規則」という。）及び大学地域

連携活動支援事業実施要領（平成 27 年６月 10 日制定。以下「実施要領」という。）に規定する

もののほか、この要領の定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

第２条 学生の新しい発想や活力と大学等が有する専門性を生かし、地域団体と連携しながら栃木

県内の地域課題を解決する活動を支援することにより、大学等が有する知の拠点機能（教育・研

究・社会貢献）を充実させ、地域に貢献する実践的な人材育成や世代間交流を促進するとともに、

地域への愛着や誇りを醸成し、地元定着を図ることを目的とする。 

 

 （交付の内容等） 

第３条 交付対象となる活動内容、その交付率又は補助額及び交付の相手方は、次の表のとおりと

し、予算の範囲内で交付する。 

交付対象となる 

活動内容 
交付率又は金額 交付の相手方 

学生による新しい発想や活力と大学等が有する

専門性を生かし、地域団体と連携しながら地域

課題を解決する活動に要する経費。 

補助対象経費の10分の1

0以内。ただし、百万円

を限度とする。 

大学等設置者 

 

 

 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により、提出する書類は、次の表

に定めるところによる。 

提出すべき 

申請書の名称 
様式 

部 

数 

申請書に添付す 

べき書類の名称 
様式 

部 

数 

提出 

期限 

大学地域連携活

動支援事業補助

金交付申請書 

規則の別

記様式第

１ 

 

 

 

 

 

１ 

 

１ 事業計画書 様式第１号 １ 
知事が

別に定

める日 

 
２ 収支予算書 様式第２号 １ 

３ その他知事が必要

と認める書類 

 

 
１ 

 

（補助条件） 

第５条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 交付決定のあった事業（以下「補助対象事業」という。）を中止し、又は廃止する場合にお

いては、知事の承認を受けること。 

 (2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合にお

いては速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(3) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに知事に報告しなければならない。 

  また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部

又は一部を県に納付させることがある。 

 

 （事業計画の変更等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、大

学地域連携活動支援事業補助金事業内容変更承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２  前項の内容の変更とは、補助対象経費の増又は 20％を超えて減ずる場合をいう。 



 （状況報告） 

第７条 規則第 11 条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき報告書の名

称 

様式 

 

部 

数 

報告書に添付すべき書

類の名称 

部 

数 

提出 

期限 

大学地域連携活動支援

事業状況報告書 

様式第４号 １ 

 

事業の執行状況がわか

る書類 

 

１ 知事が別に定め

る日 

 

 

 （実績報告） 

第８条 規則第 13 条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき報告書

の名称 

様式 

 

部 

数 

報告書に添付すべき書

類の名称 

様式 

 

部 

数 

提出 

期限 

大学地域連携活動

支援事業実績報告

書 

様式第５号 

 

 

 

１ 

 

 

 

１ 実績書 様式第６号 １ 事業完

了日か 

ら30日

以内 

２  収支決算書 様式第７号 １ 

３ その他知事が必要

と認める書類 

 

 

１ 

 

 

  （補助金の請求） 

第９条 規則第 18 条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき請求書の名

称 

様式 

 

部 

数 

請求書に添付すべき書類の名

称 

部 

数 

提出 

期限 

大学地域連携活動支援

事業補助金交付請求書 

様式第８号 

 

 

１ 

 

 

１ 交付決定通知書の写し １ 知事が別に

定める日 

 

２ 検査結果通知書の写し 

 

１ 

  

 

 （補助金の概算払） 

第 10 条 補助対象事業の円滑な遂行を図るため知事が必要と認めるときは、規則第 19 条の規定に

より、補助金の一部又は全部を概算払することができる。 

２ 補助金の交付を受けようとする者が、補助金の概算払を受けようとするときは、大学地域連携活

動支援事業補助金概算払交付請求書（様式第９号）を、知事に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付決定の変更等） 

第 11 条 知事は、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の

返還を命じることができる。 

  (1) この要領に違反したとき。 

  (2) 補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。 

  (3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。 

 

 （書類の整備等） 

第 12 条 規則第 23 条で規定される帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の

翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

 （その他） 

第 13 条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則（令和元（2019）年５月７日） 

この要領は、令和元（2019）年度分の補助金から適用する。 

  附 則（令和３（2021）年３月 24 日） 

この要領は、令和３（2021）年度分の補助金から適用する。 


